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衆
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衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
高
速
横
浜
環
状
道
路
南
線
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

プ
ル
ー
ム
式
及
び
パ
フ
式
は
、
特
異
な
地
形
や
気
象
な
ど
の
条
件
下
で
な
い
限
り
、
地
域
特
性
等
を
考
慮
し
た
係
数
を
適

切
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
形
条
件
も
考
慮
し
た
大
気
汚
染
の
影
響
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
般
的
な
手
法
で
あ

る
。高

速
横
浜
環
状
南
線
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
（
旧
建
設
省
関
東
地
方
建
設
局
。
以
下
「
関
東
地
方

整
備
局
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
七
年
十
二
月
五
日
か
ら
平
成
八
年
十
二
月
四
日
ま
で
の
間
、
公
田
、
神
戸
橋
及
び
田
谷
の

三
地
区
に
お
い
て
気
象
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
当
該
調
査
の
分
析
結
果
に
お
い
て
は
、
谷
部
に
位
置
す
る
公
田
及
び
神
戸

た
ん

橋
の
二
地
区
と
比
較
的
平
坦
な
地
形
に
位
置
す
る
田
谷
地
区
と
で
風
向
・
風
速
及
び
逆
転
層
の
状
況
に
関
し
て
同
様
の
傾
向

が
観
測
さ
れ
、
公
田
及
び
神
戸
橋
の
二
地
区
に
特
有
の
気
象
状
況
が
存
在
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
路
線

の
環
境
影
響
評
価
に
プ
ル
ー
ム
式
及
び
パ
フ
式
を
適
用
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

高
速
横
浜
環
状
南
線
の
環
境
影
響
評
価
（
以
下
「
本
件
環
境
影
響
評
価
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
神
奈
川
県
に
お
い

一



て
、
「
環
境
影
響
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
九
年
八
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
、
「
建
設
省
所
管
ダ
ム
、
放
水

路
及
び
道
路
事
業
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
十
年
九
月
二
十
六
日
付
け
建
設
事
務
次
官
通
達
）
、

「
神
奈
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
」
（
昭
和
五
十
五
年
条
例
第
三
十
六
号
）
、
「
神
奈
川
県
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
」

（
昭
和
五
十
六
年
告
示
第
三
百
十
二
号
）
及
び
「
横
浜
市
環
境
影
響
評
価
指
導
指
針
」
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
十
四
日
横
浜

市
公
害
対
策
局
作
成
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
お
り
、
二
酸
化
窒
素
の
予
測
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、

プ
ル
ー
ム
式
及
び
パ
フ
式
を
用
い
て
適
切
な
手
法
で
実
施
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

関
東
地
方
整
備
局
に
お
い
て
、
今
後
、
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
「
国
土
交
通
省
政
策
評
価
基
本
計
画
」
（
平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
国

土
交
通
省
省
議
決
定
）
の
�
の
�
で
定
め
る
個
別
公
共
事
業
の
再
評
価
（
以
下
「
再
評
価
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
に
当

た
り
、
二
酸
化
窒
素
に
つ
い
て
、
最
新
の
デ
ー
タ
及
び
予
測
手
法
を
用
い
て
、
環
境
影
響
の
照
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

二
の
�
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
環
境
影
響
の
照
査
を
行
う
際
に
は
、
二
酸
化
窒
素
に
係
る
環
境
影
響
を
評
価
す
る
た
め

二



に
必
要
な
情
報
を
適
切
か
つ
効
果
的
に
把
握
で
き
る
地
点
に
お
い
て
予
測
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
公
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
か
ら
西
ヶ
谷
ま
で
の
ト
ン
ネ
ル
（
以
下
「
本
件
ト
ン
ネ
ル
」
と
い
う
。
）
の
区
間
に

つ
い
て
、
埋
立
土
層
等
と
本
件
ト
ン
ネ
ル
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
件
環
境
影
響
評
価
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
の

縦
断
図
に
そ
の
位
置
関
係
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
把
握
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
本
件
ト
ン
ネ
ル
の
区
間
の
地
盤
沈
下
の
影
響
及
び
そ
の
対
策
方
法
に
つ
い
て
は
、
本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て

評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

本
件
ト
ン
ネ
ル
に
お
け
る
地
盤
沈
下
の
影
響
及
び
そ
の
対
策
方
法
に
つ
い
て
は
、
本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
そ
の

対
策
工
法
と
し
て
「
山
岳
ト
ン
ネ
ル
構
造
の
施
工
に
あ
た
っ
て
は
、
地
山
に
密
着
し
た
支
保
（
吹
付
け
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
）

を
施
工
し
、
背
面
の
空
隙
を
無
く
す
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
縦
縫
地
工
法
等
の
地
山
補
強
工
法
を
採
用
す
る
こ
と
か
ら

沈
下
は
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
、
周
辺
に
対
す
る
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
件
ト
ン
ネ
ル

の
事
業
者
で
あ
る
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
、
本
件
環
境
影
響
評
価
の
方
針
に
基
づ
き
適
切
な
工
法
の
検
討
を
行
い
、
本
件

三



ト
ン
ネ
ル
の
施
工
に
よ
る
地
山
の
緩
み
や
地
下
水
位
の
低
下
に
よ
る
周
辺
へ
の
影
響
を
で
き
る
限
り
小
さ
く
す
る
た
め
の
工

法
を
採
用
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

本
件
ト
ン
ネ
ル
の
東
坑
口
付
近
に
お
け
る
地
下
水
位
等
の
地
盤
調
査
に
つ
い
て
は
、
関
東
地
方
整
備
局
横
浜
国
道
事
務
所

に
お
い
て
、
平
成
八
年
度
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
該
地
区
は
主
に
掘
割
構
造
で
あ
り
、
本
件
環
境
影
響
評
価
で
は
、
掘
割
構
造
部
の
「
施
工
に
あ
た
っ
て
は
、
土
留
め
壁

か
ら
の
地
下
水
位
の
漏
水
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
、
地
下
連
続
壁
工
法
に
代
表
さ
れ
る
止
水
性
の
高
い
工
法
を
採
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
周
辺
に
対
す
る
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
、
本

件
環
境
影
響
評
価
の
方
針
に
基
づ
き
止
水
性
の
高
い
工
法
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
周
辺
に
対
す
る
影
響
が
で
き
る
限
り
小

さ
く
す
る
た
め
の
工
法
を
採
用
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
は
、
地
盤
沈
下
に
つ
い
て
環
境
保
全
目
標
を
達
成
で
き
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
お
り
、
本
件
環
境
影
響
評
価
は
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
、
必
要
に

四



応
じ
て
地
下
水
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
調
査
結
果
の
説
明
を
行
い
、
適
切
な
事
業
実
施
に
努
め
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
振
動
の
環
境
予
測
の
や
り
直
し
が
必
要
と
考
え
る
ト
ン
ネ
ル
と
は
、
開
削
ト
ン
ネ
ル
部
の
こ
と
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
供
用
中
の
開
削
ト
ン
ネ
ル
構
造
上
部
に
お
け
る
現
地
調
査
結
果
を
示
し
て

お
り
、
そ
の
振
動
レ
ベ
ル
が
最
大
で
三
十
九
デ
シ
ベ
ル
か
ら
四
十
四
デ
シ
ベ
ル
程
度
で
あ
っ
た
た
め
、
ト
ン
ネ
ル
部
に
よ
る

影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
開
削
ト
ン
ネ
ル
部
の
予
測
評
価
は
、
実
施
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
低
周
波
空
気
振
動
の
予
測
に
つ
い
て
は
、
環
境
保
全
目
標
を
達
成
で
き
る
と
評
価
さ
れ

て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
関
東
地
方
整
備
局
に
お
い
て
、
今
後
、
再
評
価
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
低
周
波
空
気
振
動
に
つ
い
て
も
実
態
の

把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
最
新
の
デ
ー
タ
及
び
予
測
手
法
を
用
い
て
、
環
境
影
響
の
照
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

五



二
の
�
に
つ
い
て

本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
は
、
大
気
中
に
浮
遊
す
る
粒
子
状
物
質
（
以
下
「
Ｓ
Ｐ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
は
環
境
影
響
評

価
の
項
目
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
関
東
地
方
整
備
局
に
お
い
て
、
「
横
浜
市
環
境
影
響
評
価
条
例
」
（
平
成

十
年
条
例
第
四
十
一
号
）
及
び
「
横
浜
市
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
」
（
平
成
十
一
年
七
月
二
十
三
日
横
浜
市
作
成
）
に
基

づ
き
、
平
成
十
二
年
三
月
に
「
高
速
横
浜
環
状
南
線
〔
金
沢
区
釜
利
谷
町
〜
戸
塚
区
汲
沢
町
（
横
浜
市
域
）
〕
事
後
調
査
計

画
書
」
を
策
定
し
、
Ｓ
Ｐ
Ｍ
に
つ
い
て
も
事
後
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
関
東
地
方
整
備
局
に
お
い
て
、
今
後
、
再
評
価
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｍ
に
つ
い
て
も
実
態
の
把
握
に
努

め
る
と
と
も
に
、
最
新
の
デ
ー
タ
及
び
予
測
手
法
を
用
い
て
、
環
境
影
響
の
照
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

本
件
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
騒
音
の
予
測
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
環
境
保
全
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境

保
全
目
標
を
達
成
で
き
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
関
東
地
方
整
備
局
に
お
い
て
、
今
後
、
再
評
価
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
騒
音
に
つ
い
て
も
実
態
の
把
握
に
努
め

る
と
と
も
に
、
最
新
の
デ
ー
タ
及
び
予
測
手
法
を
用
い
て
、
環
境
影
響
の
照
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

六



二
の
�
に
つ
い
て

都
市
計
画
道
路
上
郷
公
田
線
に
つ
い
て
は
、
横
浜
市
に
お
い
て
、
「
横
浜
市
環
境
影
響
評
価
指
導
指
針
」
に
規
定
す
る
開

発
事
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
環
境
影
響
評
価
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

本
件
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
大
気
汚
染
、
地
盤
沈
下
、
振
動
、
低
周
波
空
気
振
動
及
び
騒
音
等
に
つ
い
て
環
境
保

全
目
標
を
達
成
で
き
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、本
件
環
境
影
響
評
価
は
適
切
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

二
の
�
に
つ
い
て
、
二
の
�
に
つ
い
て
及
び
二
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
環
境
影
響
の
照
査
に
つ
い
て
は
、
再
評
価
の
資

料
と
併
せ
て
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

模
型
実
験
に
つ
い
て
は
、
「
環
境
影
響
評
価
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
及
び
建
設
大
臣
が
定
め
る
べ
き

基
準
並
び
に
同
法
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
べ
き
指
針
に
関
す
る
基
本

的
事
項
」
（
平
成
九
年
環
境
庁
告
示
第
八
十
七
号
）
に
お
い
て
、
環
境
影
響
の
予
測
の
一
般
的
な
方
法
と
し
て
例
示
さ
れ
て

七



お
り
、
関
東
地
方
整
備
局
横
浜
国
道
事
務
所
が
行
っ
た
御
指
摘
の
風
洞
実
験
に
つ
い
て
も
適
切
な
方
法
で
あ
っ
た
も
の
と
考

え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

大
気
質
の
予
測
に
用
い
ら
れ
る
排
出
係
数
は
、
自
動
車
の
車
種
別
に
、
速
度
変
化
を
伴
う
走
行
試
験
の
結
果
か
ら
、
そ
の

平
均
走
行
速
度
と
排
出
量
と
の
関
係
と
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
加
速
や
減
速
に
伴
う
排
出
量
の
変
化
が
考
慮
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

再
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
実
施
主
体
の
長
は
、
学
識
経
験
者
等
の
第
三
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
事
業
評
価
監
視
委
員
会

（
以
下
「
監
視
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
て
意
見
を
聴
き
、
そ
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
監

視
委
員
会
で
は
、
再
評
価
の
実
施
主
体
が
作
成
し
た
対
応
方
針
に
つ
い
て
審
議
を
行
い
、
不
適
切
な
点
又
は
改
善
す
べ
き
点

が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
実
施
主
体
の
長
に
対
し
て
意
見
の
具
申
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
再
評
価
に
お
い
て
、
住
民

か
ら
の
意
見
を
直
接
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
設
計
・
用
地
説
明
、
用

地
補
償
説
明
等
を
通
じ
て
、
適
切
な
事
業
説
明
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
高
速
横
浜
環
状
南
線
に
お
い
て

八



も
、
設
計
・
用
地
説
明
な
ど
の
説
明
会
を
行
う
ほ
か
、
地
元
自
治
会
と
の
話
合
い
を
行
う
な
ど
、
住
民
か
ら
の
意
見
を
収
集

し
、
そ
の
反
映
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
各
種
説
明
会
等
を
通
じ
て
、
住
民
等
か
ら
の
理
解
を
得
つ
つ
、

事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
総
合
評
価
表
」
と
は
、
国
土
交
通
省
の
公
共
事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
会
に
お
い
て
提
案
の
あ
っ
た
「
評
価

結
果
総
括
表
」
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
公
共
事
業
の
総
合
評
価
手
法
の
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
示

さ
れ
た
、
公
共
事
業
の
効
果
を
数
値
化
し
て
こ
れ
ら
を
総
合
化
す
る
評
価
の
方
法
で
あ
り
、
今
後
多
く
の
試
行
を
通
じ
て
、

よ
り
適
切
な
方
法
に
改
善
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

道
路
事
業
に
お
け
る
総
合
評
価
手
法
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
道
路
事
業
評
価
手
法
検
討
委
員
会
（
以
下
「
検
討
委

員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
多
様
な
道
路
整
備
の
効
果
に
つ
い
て
数
値
化
す
る
こ

と
や
こ
れ
ら
の
数
値
を
総
合
化
す
る
こ
と
な
ど
、
多
く
の
技
術
的
な
課
題
が
あ
り
、
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
国
土
交
通
省
河
川
局
所
管
事
業
に
お
け
る
総
合
評
価
手
法
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
現
在
、
河
川
事
業
の
評
価
手
法

に
関
す
る
研
究
会
等
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
路
事
業
と
同
様
に
多
く
の
技
術
的
な
課
題
が
提
起

九



さ
れ
て
お
り
、
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

高
速
横
浜
環
状
南
線
の
再
評
価
へ
の
総
合
評
価
手
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、検
討
委
員
会
に
お
け
る
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、

判
断
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

監
視
委
員
会
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
審
議
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
監
視
委
員
会
の
本
来
の
機
能
を
遂
行
で
き

る
状
況
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

高
速
横
浜
環
状
南
線
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
八
月
以
降
、
可
能
な
限
り
、
関
係
住
民
等
の
意
向
を
把
握
し
、
こ
れ
ら
の

者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
事
前
説
明
会
、
都
市
計
画
の
案
に
関
す
る
説
明
会
及
び
公
聴
会
、
本
件
環
境
影
響
評
価
に
関

す
る
説
明
会
等
が
開
催
さ
れ
た
上
で
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
決
定
後
も
、
関
東

地
方
整
備
局
及
び
日
本
道
路
公
団
に
お
い
て
は
、
各
種
説
明
会
の
開
催
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

一
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高
速
横
浜
環
状
南
線
に
つ
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
を
適
切
に
実
施
し
、
そ
の
後
も
補
足
的
な
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
周

辺
の
環
境
保
全
に
配
慮
し
て
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
再
評
価
も
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
に
よ
り
周
辺
の
環
境
保
全
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
都
市
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
事
業
を
実
施
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

高
速
横
浜
環
状
南
線
の
釜
利
谷
地
区
に
つ
い
て
は
、
近
郊
緑
地
保
全
区
域
又
は
近
郊
緑
地
特
別
保
全
地
区
に
含
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
等
の
法
令
を
遵
守
し
た
上
で
適
切
に
事
業
を
実
施

し
て
い
る
。

六
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

ち
よ
く

御
指
摘
の
四
千
三
百
億
円
は
、
現
在
ま
で
の
事
業
進
捗
を
踏
ま
え
、
総
事
業
費
を
試
算
と
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
増
加
理
由
と
し
て
は
、
事
業
の
進
捗
に
伴
う
設
計
や
用
地
調
査
結
果
等
の
精
度
の
向
上
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

高
速
横
浜
環
状
南
線
に
つ
い
て
は
、
再
評
価
を
通
じ
て
、
総
事
業
費
及
び
そ
の
妥
当
性
並
び
に
費
用
便
益
性
を
客
観
的
に

一
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評
価
し
、
公
表
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
な
お
、
有
料
道
路
事
業
と
し
て
の
採
算
性
に
つ
い
て
は
、
建
設
大
臣
（
当
時
）

が
有
料
道
路
事
業
を
許
可
す
る
際
に
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
三
条
第
二
項
に
基
づ
き
、

日
本
道
路
公
団
か
ら
提
出
さ
れ
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
収
支
予
算
の
明
細
等
に
よ
り
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

一
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